
２．直接請求

（４）議員、長及び副知事・副市町村長等の主要公務員の解職の直接請求に関する調　（平成３０年４月１日　から　令和３年３月３１日　まで）

　①　都道府県分

　　ア　総括表

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

長 1 37 1 37 1 37

計 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 1 37 1 37

長 1 37 1 37 1 37

計 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 1 37 1 37

　※副知事等の主要公務員の解職の直接請求は該当なし

投票を執行しなかったもの

愛知県

都道府県名 区分 取　下　げ

合計

計
成　　立 不　成　立 小　　計 証明書交付のみ 却　　下 辞　　職 小　　計

投票を執行したもの



　　イ　内訳表

都道府県名
解職請求の
対　象　者

被請求者数
　　　(人)

請求事由
請求代表者
証 明 書
交付年月日

代表者数
（人）

署名の
審査に
要した
日　数
　(日）

請求受理
年 月 日

賛否の投票
の　期　日

備　　考

① ①却下 ①

② ②棄却 ②

③ ③認容 ③

④ ④

①却下 0件

②棄却 0件

③認容 0件

　 投票の結果
①投票率
②賛成票の数
③反対票の数
④成立・不成立の別

①有権者数
②署名総数
③有効署名数
④法定署名数
　　　(人)

成立　　　　　0件

署名縦覧中
の異議申出

計 1件

署名数が法定数
に達しなかった
ため、請求に至
らなかった

愛知県 長 1

愛知県の文化、芸
術、教育と憲法違反
になりかねない愛知
県知事の独断独裁行
為のため。

R2.8.25 37



　②　市町村分

　　ア　総括表

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

議員 1 1 1 1 1 1

計 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

長 1 1 1 1 1 1

計 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

議員 1 1 1 1 1 1

計 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

長 1 1 1 1 1 1

計 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

議員 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

長 2 2 2 2 2 2

計 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4

　※副市町村長等の主要公務員の解職の直接請求は該当なし

計
成　　立 不　成　立 小　　計 辞　　職 小　　計

投票を執行したもの 投票を執行しなかったもの

香川県

証明書交付のみ 却　　下

合計

都道府県名 区分 取　下　げ

群馬県

神奈川県

岡山県



　　イ　内訳表

都道府県名 市町村名
解職請求の
対　象　者

被請求者
数(人)

請求事由
請求代表者
証 明 書
交付年月日

代表者数
（人）

署名の
審査に
要した
日　数
　(日）

請求受理
年 月 日

賛否の投票
の　期　日

備　　考

① 5,363 ①却下 ① 53.66%

② 3,335 ②棄却 ② 2,542

③ 3,180 ③認容 ③ 208

④ 1,795 ④ 成立

① ①却下 ①

② ②棄却 ②

③ ③認容 ③

④ ④

① ①却下 ①

② ②棄却 ②

③ ③認容 ③

④ ④

① ①却下 ①

② ②棄却 ②

③ ③認容 ③

④ ④

①却下 0件

②棄却 0件

③認容 0件

署名縦覧中
の異議申出

　  投票の結果
①投票率
②賛成票の数
③反対票の数
④成立・不成立の別

①有権者数
②署名総数

③有効署名数
④法定署名数
　　　(人)

成立　　　　　1件計 4団体 4件

群馬県 草津町 議員 1

書籍・新聞等に虚偽の
発言をして町の名誉を
傷つけ、その自らの発
言に責任を持つことが
できない人物に貴重な
税金である議員報酬が
支払われ続けることを
止めるため

R2.10.16 19 8 R2.10.16 R2.12.6

神奈川県 横浜市 長 1

横浜市へのカジノ誘致
を止めるためには市長
の解職を求めるしかな
いため

R2.10.5 1
署名簿の提出
がなかった

岡山県 美作市 議員 1
市民の損害を省みず議
会運営を放棄したため

R2.6.29 1
署名簿の提出
がなかった

香川県 多度津町 長 1
「新庁舎が遠い」等の
理由ため

R2.11.19 1
署名簿の提出
がなかった
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